
橋本市告示第 77 号 

 

橋本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付要綱を、別紙のとおり定め

る。 

 

  令和 6 年 4 月 1 日 

                           橋本市長 平木 哲朗 

  



橋本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第1条 この告示は、橋本市農業振興条例施行規則(令和2年橋本市規則第38号。

以下「農業振興条例規則」という。)に基づく収入保険・果樹共済加入事業補

助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、農業振興条例規則

及び橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」とい

う。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この告示において使用する用語の意義は、農業振興条例規則で使用する

用語の例による。 

(補助金の交付の申請) 

第3条 補助対象者は、補助金の申請をしようとするときは、橋本市収入保険・

果樹共済加入事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号) 

(2) 果樹共済掛金領収証書の写し(果樹共済のみ) 

(3) 農業経営収入保険証書の写し(収入保険のみ) 

(4) 振込先の通帳の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

(補助金の交付の決定) 

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及

び必要に応じて調査等を行い、その交付又は不交付について決定するものと

する。 

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付又は不交付を決定したときは、橋

本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)

により当該補助対象者に通知するものとする。 

(補助金の交付) 

第5条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を決定したときは、予算

の範囲内で補助金を交付する。この場合において、規則第9条第1項の規定に

よる補助金の請求及び規則第11条の規定による実績報告は、第3条の規定によ

る申請をもってされたものとみなし、規則第12条の規定による補助金の額の



確定及びその通知は、前条の規定による決定及びその通知をもってしたもの

とみなす。 

(交付決定の取消し) 

第6条 市長は、補助対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定

を受けたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。 

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した

ときは、規則第14条第3項に規定する補助金等交付決定取消通知書(規則様式

第9号)により当該補助対象者に通知するものとする。 

(返還) 

第7条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消した場合は、当該補助対象者に対し、規則第15条第1項に規定する補助

金等返還通知書(規則様式第10号)により期限を定めて当該取消部分に係る補

助金の返還を命じるものとする。 

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やか

にこれを市長に返還しなければならない。 

(補則) 

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。 



様式第1号(第3条関係) 

年  月  日 

 

(あて先)橋本市長 

住 所 橋本市 

 

氏 名 

             

連絡先 

 

 

橋本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付申請書兼請求書 

 

橋本市収入保険・果樹共済加入事業補助金について交付を受けたいので、橋

本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付要綱第 3 条の規定により、関係書

類を添えて申請及び請求します。 

 

記 

 

交付申請額 

（請求書） 
         円 

関係書類 

(1)誓約書兼同意書(様式第 2号) 

(2)果樹共済掛金領収証書の写し(果樹共済のみ) 

(3)農業経営収入保険証書の写し(収入保険のみ) 

(4)振込先の通帳の写し 

(5)その他市長が必要と認める書類 

振込先口座 

金融機関名  支 店 名  

区   分 普 通 ・ 当 座 口座番号  

(フリガナ) 

 

口座名義人 

 

 

 



様式第 2 号(第 3 条関係) 

 

年  月  日 

 

(あて先)橋本市長 

 

住 所  

 

氏 名 

 

連絡先 

 

誓約書兼同意書 

 

私は、橋本市収入保険・果樹共済加入事業の実施に当たり、次の事項について誓

約及び同意いたします。 

また、誓約及び同意の内容に偽りがあった場合は、橋本市収入保険・果樹共済加

入事業補助金の交付決定の取消し及び返還に異議なく応じます。 

 

１．申請書(関係書類を含む。)の内容に虚偽はありません。 

２．市税その他、橋本市に対して納期限が到来している債務はありません。なお、

このことに関する税等の納入状況の調査を承諾します。 

３．市が補助金の交付事務の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、当

該補助金の交付に関し必要な報告をし、又は調査に応じます。 

４．交付要件を確認するため、市が申請者に係る住民基本台帳に記録されている事

項を閲覧することに同意します。 



様式第 3 号(第 4 条関係) 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

橋本市長      

 

橋本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付(不交付)決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった橋本市収入保険・果樹共済加入事

業補助金について、下記のとおり交付することに(下記の理由により不交付と)

決定したので、橋本市収入保険・果樹共済加入事業補助金交付要綱第 5 条の規

定により通知します。 

 

記 

 

補 助 金 交 付 決 定 額 円 

交 付 条 件  

不 交 付 決 定 理 由  

 


